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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央に触媒部を設け、該触媒部の入口側及び出口側にそれぞれ入口空間部及び出口空間
部を介して入口消音室と出口消音室を設けた触媒マフラにおいて、
　前記入口消音室または出口消音室は、筒状のシェルを閉塞する内側仕切壁と外側仕切壁
とにより、前記触媒部に近い第一室と前記触媒部から遠い第二室とに分割され、
　前記内側仕切壁及び前記外側仕切壁には、前記入口空間部または出口空間部と前記第二
室とを連通する長消音管を取付け、
　前記内側仕切壁には、前記入口空間部または出口空間部と前記第一室とを連通する短消
音管を取付け、
　前記外側仕切壁には通過口を設けて、前記第一室と前記第二室とを連通し、
　流入管または排出管によって前記第一室とマフラ外部とを連通してなることを特徴とす
る触媒マフラ。
【請求項２】
　中央に触媒部を設け、該触媒部の入口側及び出口側にそれぞれ入口空間部及び出口空間
部を介して入口消音室と出口消音室を設けた触媒マフラにおいて、
　前記入口消音室または出口消音室には、筒状のシェルを閉塞する仕切壁を設け、
　前記仕切壁に近い側の端部側面に複数の開口が設けられた流入管または排出管を、端面
を前記仕切壁に当接させた状態で取付けて、前記入口消音室または出口消音室とマフラ外
部とを連通し、



(2) JP 4505114 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

　前記仕切壁には、前記仕切壁から遠い側の端部側面に複数の開口が設けられた消音管を
、端面を前記シェルの端壁に当接させた状態で取付けるとともに、前記仕切壁における前
記流入管または排出管から外れた位置に、複数の孔を形成してなることを特徴とする触媒
マフラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、車両の排気系等に装着される触媒マフラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の触媒マフラとして例えば図５に示すようなものがある。同図のものは、中央に触媒
部１を設け、入口側空間部２及び出口側空間部３を介して入口消音室４と出口消音室５と
を設けた触媒マフラ６において、入口消音室４は筒状のシェル７の一端を閉塞する第一端
壁８と通過口９を有する第一仕切壁１０との間に排出口１１を有する排気流入管１２を設
ける一方、出口消音室５は筒状のシェル７の他端を閉塞する第二端壁１３と消音管１４を
取付ける第二仕切壁１５を設け、同一長さの数個の消音管１４を第二仕切壁１５に取付け
、入口孔１６を有する排出管１７を設ける構成となっていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、実際には以下に説明する技術課題があった。すなわち、上述した従来の触
媒マフラにあっては、消音効果が顕著である出口消音室に取付けられる複数の消音管が同
一長さであるために特定の周波数の騒音に対する消音しか得られず、幅広い周波数に対す
る消音効果が不十分であるという問題があった。
【０００４】
従来のマフラの長さは大きくても１ｍ以内である。このような大きさで、干渉を利用して
マフラの騒音低減を図ろうとしても、位相差を１ｍ、温度を５００℃前後として消音でき
る周波数は２８０Ｈｚ前後であり、騒音寄与率の高い爆発一次成分の消音域には達しない
。また、特に、マフラ本体に触媒が配置される触媒マフラにおいて、干渉を利用した騒音
低減は、従来マフラに比べてさらに制約されることになる。
【０００５】
この発明は、以上の問題点を解決するものであって、その目的は、出口消音室により、幅
広い周波数にわたって、特に爆発成分周波数領域の消音効果が得られる触媒マフラを提供
することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、この発明の請求項１の触媒マフラは、中央に触媒部を設け
、該触媒部の入口側及び出口側にそれぞれ入口空間部及び出口空間部を介して入口消音室
と出口消音室を設けた触媒マフラにおいて、前記入口消音室または出口消音室は、筒状の
シェルを閉塞する内側仕切壁と外側仕切壁とにより、前記触媒部に近い第一室と前記触媒
部から遠い第二室とに分割され、前記内側仕切壁及び前記外側仕切壁には、前記入口空間
部または出口空間部と前記第二室とを連通する長消音管を取付け、前記内側仕切壁には、
前記入口空間部または出口空間部と前記第一室とを連通する短消音管を取付け、前記外側
仕切壁には通過口を設けて、前記第一室と前記第二室とを連通し、流入管または排出管に
よって前記第一室とマフラ外部とを連通してなることを特徴とする。長消音管及び短消音
管の本数は、単数又は複数のいずれであってもよい。以上の構成によれば、異なる周波数
の騒音を低下することができ幅広い音域の消音を行うことができる。
【０００７】
　また、請求項２の触媒マフラは、中央に触媒部を設け、該触媒部の入口側及び出口側に
それぞれ入口空間部及び出口空間部を介して入口消音室と出口消音室を設けた触媒マフラ
において、前記入口消音室または出口消音室には、筒状のシェルを閉塞する仕切壁を設け
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、前記仕切壁に近い側の端部側面に複数の開口が設けられた流入管または排出管を、端面
を前記仕切壁に当接させた状態で取付けて、前記入口消音室または出口消音室とマフラ外
部とを連通し、前記仕切壁には、前記仕切壁から遠い側の端部側面に複数の開口が設けら
れた消音管を、端面を前記シェルの端壁に当接させた状態で取付けるとともに、前記仕切
壁における前記流入管または排出管から外れた位置に、複数の孔を形成してなることを特
徴とする。この発明によれば、構造が簡単でしかも異なる周波数の騒音を低下することが
でき幅広い音域の消音を行うことができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の好適な第１の実施の形態を図１を用いて詳細に説明する。同図に示され
ているように、触媒マフラ２０は、中央に触媒部２１を設けるとともに、触媒部２１の入
口側及び出口側のそれぞれに入口空間部２２及び出口空間部２３を介して入口消音室２４
及び出口消音室２５を設けてなっている。
【０００９】
入口消音室２４は、筒状のシェル２６の一端を閉塞する第一端壁２７と、入口消音室２４
及び入口空間部２２を区画し通過口２８を有する第一仕切壁２９との間に、周囲に入口消
音室２４に開口する複数の排出口３０を有する排気流入管３１を、第一端壁２７を貫通し
、かつ端面を第一仕切壁２９に突き当てて設けてなる。
【００１０】
　一方、出口消音室２５は、筒状のシェル３２の他端を閉塞する第二端壁３３と、出口空
間部２３及び出口消音室２５を区画し複数の消音管３４が貫通して取り付けられる第二仕
切壁３５と、第二端壁３３及び第二仕切壁３５の間に設けられ多孔板からなる第三仕切壁
３７とを備えている。そして、第二仕切壁３５と第三仕切壁３７とにより、触媒部２１に
近い第一室が区画され、第二端壁３３と第三仕切壁３７とにより、触媒部２１から遠い第
二室が区画されている。消音管３４は、例えば同心状に等角度間隔で４本設けられ、すべ
ての一端は出口空間部２３に開口し、その他端は、長消音管３８（例えば図１中で下部に
位置するもの）が第二端壁３３に突き当てられ、短消音管３９（例えば図１中で上部に位
置するもの）が第三仕切壁３７に取り付けられた状態で閉塞している。第三仕切壁３７の
適宜位置には通過口３６が形成されている。
【００１１】
　長消音管３８は短消音管３９の約２倍の長さを有し（短消音管３９の長さは長消音管３
８の１／２～２／３程度であることが好ましい）、長消音管３８は第二端壁３３と第三仕
切壁３７との間の空間に連通する複数の開口を第二端壁３３側の端部側面に有し、一方の
端面を第二端壁３３に突き当てた状態で設けられ、短消音管３９は第二及び第三仕切壁３
５，３７の間の空間に連通する複数の開口を有している。そして、第三仕切壁３７及び第
二端壁３３を貫通し第二仕切壁３５に端面が突き当たるように排出管４１が設けられ、排
出管４１は第二及び第三仕切壁３５，３７の間の空間に連通する複数の開口（出口孔４０
）を第二仕切壁３５側の端部側面に有している。
【００１２】
　以上の構成において、エンジンから排出された騒音を伴う排気ガスは排気流入管３１か
ら排出口３０を経て入口消音室２４へ入るときに共鳴や拡張などの消音効果により消音が
行われて第一仕切壁２９の通過口２８から入口空間部２２へ入る。入口空間部２２でほぼ
均一になった排気ガスの流れが、触媒部２１の触媒で浄化されて出口空間部２３を経て、
出口消音室２５の長消音管３８又は短消音管３９を通過し、出口孔４０を有する排出管４
１から大気中（マフラ外部）へ放出する際、音波の伝播距離を変えることにより、振動位
相をずらして消音することができ、特に、低い周波数においても騒音低減を可能にするこ
とができる。
【００１３】
図３，４はエンジンでの実験結果を示す。
図３に周波数と騒音レベルの関係を、また図４にエンジン回転数と騒音レベルの関係を示
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て従来品よりも本発明品のほうが騒音レベルが低下していることが示されており、またエ
ンジン回転数ではどのエンジン回転でも従来品より本発明品のほうが騒音レベルが優れて
いることが示されている。
【００１４】
次に、この発明の好適な第２の実施の形態を図２を用いて詳細に説明する。但し、第１の
実施の形態と実質的に同じ部分には、同一符号を付して説明を省略する。本実施の形態で
は、第二仕切壁３５に短消音管３９を取付ける代わりに第二仕切壁３５に異なる大きさの
孔４２，４３を複数（多数あることが好ましい）開けることにより、この孔４２，４３か
ら出口消音室２５へ拡張するそれぞれの拡張の仕方の差による消音効果の差を利用するこ
とによって幅広い音域の消音を行っている。
【００１５】
以上の各実施形態において、長消音管３８及び短消音管３９に形成される開口は多数であ
ることが好ましく、また、長消音管３８に形成される開口の合計面積と短消音管３９に形
成される開口の合計面積とは同じであることが望ましい。
【００１６】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、入口消音室または出口消音室は、筒状のシェル
を閉塞する仕切壁に長消音管と短消音管とを取付けてなるので、音波の伝播距離を変える
ことにより、振動位相をずらして消音することができる。また、他の発明によれば、筒状
のシェルを閉塞する仕切壁に長消音管を取り付けるとともに孔を形成してなるので、前述
の効果が得られるほか、構造が簡単である。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による第１の実施の形態における触媒マフラの断面図である。
【図２】この発明の第２の実施の形態における触媒マフラの断面図である。
【図３】第１の実施の形態の触媒マフラを用いた実験結果のグラフを示す図である。
【図４】第１の実施の形態の触媒マフラを用いた実験結果のグラフを示す図である。
【図５】従来の触媒マフラの断面図である。
【符号の説明】
２１　触媒部
２４　入口消音室
２５　出口消音室
３２　シェル
３３　第二端壁
３５　第二仕切壁
３６　通過口
３７　第三仕切壁
３８　長消音管
３９　短消音管
４０　出口孔
４１　排出管
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